
令和8年３月３日

石川県

小松空港ターミナルビル基本構想（最終案）
（概要版）



小松空港の将来像と基本構想の位置づけ

基本構想の位置づけ

⚫ 小松空港中期ビジョンで掲げる将来像の実現に向け、同ビジョンで示された将来展望を開く新たな取り組みである「ターミナル
ビルの機能強化」、「空港運営等への民間活力・知見の導入」について、具体の方向性を整理する。

小松空港中期ビジョン

世界とつながり、地域を支え、多様な交流を生み出す日本海側の拠点空港将来像

将来の展望を開く新たな取り組み

ターミナルビルの機能強化 空港運営等への民間活力・知見の導入

小松空港ターミナルビル基本構想において具体の方向性を整理

方向性の整理にあたっての観点

ターミナルビルの機能強化

需要予測等を踏まえた施設整備

利用者が快適に過ごすことができ
る施設規模の確保に向け、小松空港
の将来需要予測や現在の混雑状況
を基に、施設整備の方向性を整理す
る。

空港利用者の利便性、快適性の向
上に向けた機能強化

空港手続きのスマート化など、利用
者の利便性や快適性の向上に必要
な機能強化の方向性を整理する。

空港の賑わい創出に向けた機能
強化

多様な人々が空港に出向き、空港
滞在を楽しむ等、賑わい創出に向け
て必要な機能強化の方向性を整理す
る。

空港運営等への民間活力・知見の導入

小松空港の特性を踏まえた事業スキーム
の構築

小松空港において、民間活力・知見の導入に
よる効果が最大限発揮されるよう、共用空港
としての特性を踏まえた事業スキームの類型
を整理する。
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【ターミナルビルの機能強化】 需要予測等を踏まえた施設整備の方向性

⚫ 需要予測に基づく将来のピーク時旅客数（目標ケースにおける2050年度のピーク時旅客数）は、R7年6月時点のピーク時旅
客数と比較して、国内線はやや減少する一方、国際線は同程度となることが見込まれた。

⚫ 今後の施設整備の方向性は、現状の混雑状況を踏まえ、国内線は施設の配置を工夫することでコンパクトにしつつも利便性を
高め、国際線は施設の拡張により課題となっている狭隘化を解消し、ストレスフリーな動線や滞在環境を確保するものとする。

⚫ 具体的な施設規模については、今後、国際航空運送協会（IATA）の空港整備マニュアルや、現ターミナルビルの規模算定の考え
方、関係者ヒアリングをもとに精査していくものとする。

エリア 現有延床面積
現状（R7年6月時点）

ピーク時旅客数 混雑の状況

国内線 15,438㎡
360人

中型ジェット機1便
小型ジェット機1便

余裕があり

国際線 7,902㎡
288人

小型ジェット機2便

２便輻輳時、狭隘化
が大きな課題

将来想定される
ピーク時旅客数

347人
小型ジェット機2便
プロペラ機1便

288人
小型ジェット機2便

今後の施設整備の方向性

施設の配置を工夫することでコンパ
クトにしつつも利便性を高める

施設の拡張により課題となっている
狭隘化を解消する
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【ターミナルビルの機能強化】 空港利用者の利便性、快適性の向上に向けた機能強化の方向性

⚫ 現状のターミナルビルにおける主な課題等を踏まえて、空港利用者の利便性や快適性の向上を図る上で必要な機能強化の方
向性を整理。

• ＦＡＳＴ ＴＲＡＶＥＬによる旅行者の利便性向上や、保安検査の高度化、
空港業務における省人化・省力化を実現していく上では、先進機器
の整備による空港業務のＤＸ化が重要な視点となっている。

• 小松空港においても、他空港における導入事例も踏まえながら、空
港管理者や航空会社等、関係者連携の下、空港業務のＤＸ化を推進
していく。

• ＣＩＱ業務の円滑な遂行にあたっては、需要予測を踏まえた施設規
模の確保に加えて、検査・審査業務に資する専用の諸室の整備や、
感染症が疑われる入国旅客用の隔離された移動導線の確保など、
CIQエリアの機能の充実を図る必要がある。

• 具体的な整備内容については、ＣＩＱエリアを所管する国において、
関係機関で協議・調整の上、進めていくものとする。

• 小松空港においては、保安検査通過後に飲食店やラウンジが無く、
ゆっくり過ごせない、遅延発生時に食事をとることができないなど、
ホスピタリティの確保の観点からの課題が挙げられている。

• こうした課題を踏まえ、保安検査通過後の飲食・物販施設の充実を
図ることで旅客の利便性を向上させることが考えらえる。

• 一方で、飛行機を利用しない方が利用できる保安検査通過前の施設も
重要であり、保安検査前後でのバランスの取れた施設整備が求められる。

• 国際線エリアにおいては、施設の狭隘化といった課題に加え、到着
手荷物受取所のターンテーブルが１台しかなく２便輻輳時の混雑に
つながっている、２便輻輳時に出国待合室の椅子等が不足すると
いった、設備の不足に関する課題が挙げられている。

• こうした課題を踏まえ、需要予測に基づくピーク時旅客数を前提に、
必要な設備を整備していくものとする。 3

• 空港に降り立った航空利用者が、空港からの二次交通にスムーズ
に連絡できることは、インバウンドを含む観光客等の利便性確保の
観点から重要であり、バスやタクシー等の二次交通への分かりやす
い導線や待合スペースの充実、レンタカー利用者の利便性の確保、
分かりやすい情報提供等に取り組んでいくものとする。

• 併せて、多言語化に対応したデジタルサイネージの活用などにより、
金沢はもとより、南加賀地域や福井県など空港周辺地域の観光情
報をニーズに応じて発信するなど、観光案内の充実に取り組んで
いくものとする。

① 利便性向上に向けたDX技術等の活用 ② CIQ業務の円滑な遂行に資する施設整備

⑤ 需要予測を踏まえた設備整備

③ 保安検査通過後も有意義に過ごせる機能の付加 ④ 二次交通へのスムーズな連絡の確保・観光案内の充実



【ターミナルビルの機能強化】 空港の賑わい創出に向けた機能強化の方向性

⚫ 航空利用者はもとより、地域住民をはじめとした航空利用者以外の方々の来訪を促し、地域の賑わい創出の拠点として進化し
ていくための機能強化の方向性を整理

⚫ 具体の整備内容の検討については、民間の知見や提案を最大限活用するとともに、費用対効果や周辺施設との相乗効果も勘
案して決定されることが不可欠であり、関係者で連携して進めていく。

⑤ 保安検査通過後も有意義に過ごせる機能の付加（再掲）

① 飲食・物販施設の充実

③ 空港への来訪を目的化する機能の付加

② 地域を学び、地域の魅力を体感できる機能の整備

• 既述のとおり、保安検査通過後の飲食・物販施設を充実させること
で、利便性・満足度を向上させ、また、空港の賑わい創出を図ること
が考えられる。

• 北陸の味覚を堪能できるよう、寿司や海鮮など、北陸ならではの食
の強みを活かした店舗や人気のローカル店舗を誘致することで、空
港の魅力を高めること等が考えられる。

• また、コンビニエンスストア等、利用者の利便性向上につながる店
舗を誘致していくこと等が考えられる。

• 空港への来訪を目的化する仕掛けとして、例えば多目的エリアを整
備し、様々な交流イベントを定期的に開催すること等が考えられる。

• また、周辺エリアの施設と連携して賑わい創出を図っていく視点も
重要であり、例えば、空港に隣接する航空博物館との連携により、
空港の賑わい創出を図ることなどが考えられる。

• 本県をはじめとする北陸地域の歴史、文化、食、産品に親しみ理解
を深めてもらうための機能として、伝統的工芸品や日本酒、和菓子
の展示販売ブースを設置すること等が考えられる。

奥能登行政センター

金沢駅_柱を彩る金沢箔
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④ 行政庁舎の併設

• のと里山空港においては奥能登行政センター
の合築により、空港の賑わい創出が図られて
おり、小松空港においても県の行政庁舎を併
設することで、航空利用者以外の方の空港へ
の来訪が生まれ、空港の賑わい創出が期待さ
れる。今後、小松市内の行政庁舎について、庁
舎の老朽化の度合いや利用者の利便性等の観
点から検討していくものとする。

• また、金沢駅において随所に伝統的工
芸品を設置・展示している例があること
を踏まえ、小松空港においても石川県や
福井県の伝統的工芸品を活用した設え
を施すことにより、北陸らしさを発信す
ること等が考えられる。



【空港運営等への民間活力・知見の導入】 小松空港の特性を踏まえた事業スキームの構築

⚫ 小松空港でコンセッションを含む民間活力の導入に取り組んでいく場合、共用空港では初めての事例となる。
⚫ 現時点で想定される共用空港における事業スキームの方向性は次のとおり。
⚫ 小松空港における具体の事業スキームについては、今後、国において県と連携しながら更なる検討が必要。
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航空系事業に対する支援のある
混合型コンセッション

民間航空専用施設使用料金を運営権者が収受する
独立採算型コンセッション

空ビル施設・駐車場施設を主とする
PFI事業

概 要 エプロン・誘導路の運営等を含む航空系事業及び非航空系事業を一体的に運営
路線誘致等一部の航空系事業及び非航空系事業を
一体的に運営

スキーム

• 着陸料は引き続き国土交通省が設定・収受

• 民間航空専用施設使用料金（停留料・保安料）と非
航空系収入を運営権者が収受し、航空系事業に対
する支援を国から受ける

• 全ての航空系収入（停留料・保安料等を含む民間
航空専用施設使用料金）と非航空系収入を運営権
者が収受

• 国は運営権者から運営権対価を収受する

• 着陸料等は引き続き国土交通省が設定・収受
（PFI事業者は設定・収受しない）

• PFI事業者は非航空系収入を収受し、空ビル・駐車
場施設底地に関する国有財産使用料を国に支払
う

対象施設
• エプロン、誘導路、道路、航空灯火
• 空ビル施設、駐車場施設
• 上記施設の底地 等

• 空ビル施設、駐車場施設
• 上記施設の底地 等

※ 防衛省所有施設（滑走路、取付誘導路等）は引き続き防衛省が維持管理
※ 民間航空専用施設使用料金とは、民間航空専用施設の使用に係る料金を指し、民間航空専用施設とは上記「対象施設」にあるエプロン、誘導路、道路、航空灯火、空ビル施設及び駐車場施

設等の底地等
※ 空港運営等における県の関与のあり方については今後、検討が必要

国土交通省

運営権者

航空
会社

旅客・
テナント

PSFC・
駐車場料金、賃料等

民間航空専用施設
使用料金

（停留料・保安料）

事業支援

着陸料 国土交通省

PFI事業者

航空
会社

旅客・
テナント

着陸料
停留料・保安料

ビル等の底地貸付料等

PSFC・
駐車場料金、賃料等

運営権者

航空
会社

旅客・
テナント

民間航空専用施設
使用料金

（停留料・保安料等）

PSFC・
駐車場料金、賃料等

国土交通省

運営権対価



今後の進め方

⚫ ターミナルビルの整備については、今後、県において基本構想を踏まえて、具体の整備方針の検討を進めていく。

⚫ また、空港運営等への民間活力の導入については、国において資産調査や民間事業者に対する意向調査も踏まえて、具体の事
業スキームの検討が進められることを想定。

⚫ ターミナルビルの整備のあり方と空港運営等のあり方は相互に関連することから、県と国が連携して一体的に検討を進めていく。
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【主に国において検討する事項】【主に県において検討する事項】

・民間活力の導入に係る事業スキーム
・共用空港としての課題への対応策

・ターミナルビルの整備方針
・空港運営等における県の関与のあり方

連携して検討

国管理空港における民間活力導入の流れ

今後検討すべき事項
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